
別表２ 園芸グローバル産地育成強化事業実施要領（実施要領第２関係） 

１ グローバル化実践支援事業 
 

費用 細目 内容 注意点 

備品費  本事業を実施するために直接

必要な備品の経費（ただし、リ

ース・レンタルを行うことが困

難な場合に限る） 

取得価額が50万円以上の機器及

び器具については、見積書（該当

する設備・備品が１社しか扱って

いない場合を除き、原則３社以上

から取得すること。）やカタログ

等を添付すること。 

 事業費  通信運搬費 本事業を実施するために直接

必要な郵便代、運送代として支

払われる経費 

切手は物品受払簿で管理するこ

と。 

 資材購入費 本事業を実施するに当たり直

接必要な資材及び改修に必要

な資材の購入経費であって福

島県知事が別途認めるものと

する。 

 

消耗品費 本事業を実施するために直接

必要な次の物品に係る経費 

 ・短期間（事業実施期間内）

または一度の使用によって 

消費され、その効用を失う少

額な物品に係る経費 

 ・ＣＤ－ＲＯＭ等の少額な記

録媒体  

・試験等に用いる少額な器具等 

 

借上料 本事業を実施するために直接

必要な機械・機器等の借上げ経

費 

 

負担金 本事業を実施するために直接

必要なセミナー等の参加等に

係る経費 

 

謝金  本事業を実施するために直接

必要な資料整理、補助、専門的

知識の提供、資料の収集等につ

いて協力を得たものに対する

謝礼に必要な経費 

 



 旅費  調査旅費 本事業を実施するために直接

必要な専門員が行う情報収集、

各種調査、打ち合わせ、成果発

表等に係る経費 

 

人件費 
 

会計年度任用職員（フルタイ

ム）に対して地方公共団体が支

払う報酬、通勤に係る費用、期

末手当、社会保険料の事業主負

担分の経費 

・地方公務員法二十二条の二第

一項第一号に規定する会計年度

任用職員を対象とする。 

・報酬については、「補助事業

等の実施に要する人件費の算定

等の適正化について（平成29年

９月27日付け22経第960号農林

水産省大臣官房経理課長通知）」

に定めるところにより取り扱う

ものとする。 

・報酬、職員手当等の単価の設

定の根拠となる資料を添付する

こと。 

・本事業に係る業務指示を受け

た会計年度任用職員の氏名、所

属等について各事業実施計画に

明記すること。 

・実働に応じた対価以外の有給

休暇や各種手当ては認めない。 

 


